
議題（２）ア 軽減判定所得基準額の改正について 

  軽減判定所得基準額については、物価上昇（所得水準の全体的な上昇）

の影響により、軽減を受けている世帯の範囲が相対的に縮小しないよう、

政府が決定している。令和８年度は引き上げが必要と判断されたため、

地方税法施行令の改正が予定されており、国民健康保険税の軽減対象と

なる総所得金額等の基準額が改正される見込みである。  

  

 １  改定の内容について  

【総所得金額等の基準額の推移】  

 7 割軽減  5 割軽減  2 割軽減  

令和７年度  43 万円+10 万円×

（給与所得者等の

数(※2)-1）以下 

43 万円+ 30.5 万円×被

保険者数（※1）+10 万円

×（給与所得者等の数

(※2)-1） 

43 万円+ 56 万円×被保

険者数（※1）+10 万円×

（給与所得者等の数(※

2)-1） 

令和８年度  

(案 ) 

43 万円+10 万円×

（給与所得者等の

数(※2)-1）以下 

43 万円+ 3１万円×被保

険者数（※1）+10 万円×

（給与所得者等の数(※

2)-1） 

43 万円+ 5７万円×被保

険者数（※1）+10 万円×

（給与所得者等の数(※

2)-1） 
※1 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したものを含む。 
※2 一定の給与所得者（給与収入 55 万円超(令和 8 年度は 65 万円超）)と公的年金等の支給（60 万円

超(65 歳未満)又は 110 万円超(65 歳以上))を受ける者 

  

【給与収入の場合の基準額】  

 R7 基準  R8 基準  

５割軽減  ２割軽減  ５割軽減  ２割軽減  

３人世帯  2,036,000 円

未満  

3,132,000 円  

未満  

2,060,000 円

未満  

3,172,000 円  

未満  

１人世帯  1,285,000 円
以下  

1,540,000 円
以下  

1,390,000 円
以下  

1,650,000 円
以下  

  ※収入がある者は世帯に 1 名とする。 
 

 【軽減該当世帯数の状況】※ R７ .6 の状況ベースで試算  

 R7 基準  R8 基準  増減  

５割軽減世帯  2,054 2,085 31 

２割軽減世帯  1,780 1,815 35 

 

 これに伴い、税収は約 211 万円減となる見込みです。  

※子ども・子育て支援納付金分除く。  

  

 

２  改正時期  

  前回と同様のスケジュールの場合、令和 8 年３月下旬の公布、  

令和 8 年４月１日からの施行が見込まれる。  
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